
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．これまでの人生、これからの人生を尊びます 

２．幸福な社会と生活を目指します 

３．安心して穏やかな生活を支えます 

４．温かくチームで包括的に支えます 

 

特定非営利活動法人 みどり兵庫は、皆さまのご支援のもと、会費、寄付金、事業収入で運営し

ています。年間の会費は以下の通りです。ご協力よろしくお願い申し上げます。 

・特別会員 5,000 円 ・会員 3,000 円 ・賛助会員 2,000 円 ・団体会員 10,000 円 

※旧正会員の方から特に申し出がない場合は新形態の「会員」として 

取り扱いさせていただいていますのでご了承お願いいたします。 

 

 

 2021 年 7 月～2021 年 12 月（五十音順） 

 市川 裕子 様  

 河崎 洋充 様 

 

 

 

コロナ感染が世界を覆うようになり３年目となる新年を迎えました。みどり兵庫を支える皆さ

ん、利用者のみなさん、関わりを持たれる方々、いかがお過ごしでしょうか。 

 コロナの大流行は、地球に暮らすほとんどの人に影響を与えたということで、これまで経験した

ことのない未曾有の出来事です。そして、それは、この社会で生活する人々への医療、福祉、生活

の問題点をあらわにしたところがあると考えられます。しかし、同時にその影響が社会的弱者と

言われる人たちには、一層厳しいものになっていることは否めません。後見など社会の共同の力

でハンデイのある人たちが人としての尊厳を維持できるよう努める制度の充実とそれを動かし

てゆく活動が一層切実になっていることを痛感します。 

私たちの活動は、限られた地域や対象を抜け出せていませんが、昨年の 

亡くなられた利用者の方やその関係者の方々への手厚い対応に見られる 

ように、これまで培われた経験を生かし、一層、利用者の皆さんの要求に寄 

り添うとともに、利用が必要な広範な人たちの要求にこたえられるよう広 

く社会と関わり、活動の質を高め、社会が問題を共有するように働きかけ、 

利用者の幅を広げることができるよう努めたいものです。焦らず、互いを 

高めあい、進んでいきましょう。 

  

 

第２４号 令和４年 １月 15日発行 

特定非営利活動法人  

 ご家族などが成年後見人を担っておられる方で、家庭裁判所に提出する書類でわからないこと 

などで、みどり兵庫が何かお手伝いできることがあればご遠慮なく、お声をおかけください。 

これから成年後見人をつけたいと思っておられる方、成年後見人についてもっと知りたい方なども 

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

あらすじ 

生まれた時に、たった 37 秒息をしていなかったことで、身体に障害を抱えてしまった主人公・貴田ユマ。親

友の漫画家のゴーストライターとして、ひっそりと社会に存在している。そんな彼女と共に暮らす過保護な母

は、ユマの世話をすることが唯一の生きがい。 

毎日が息苦しく感じ始めたある日。独り立ちをしたいと思う一心で、自作の漫画を出版社に持ち込むが、女性

編集長に「人生経験が少ない作家に、いい作品は描けない」と一蹴されてしまう。その瞬間、ユマの中で秘め

ていた何かが動き始める。これまでの自分の世界から脱するため、夢と直感だけを信じて、道を切り開いてい

くユマ。その先で彼女を待ち受けていたものとは…(公式サイトより) 

 

 

 

 

 

NPO法人 みどり兵庫の理念 

自分らしい生活を自然におくる 

 

 

成年後見のことなら何でも 

 《ご相談窓口》 

  みどり兵庫 事務局  

  TEL:0798-78-2537    FAX:0798-78-2538   

    Email:npo-midori@siren.ocn.ne.jp                            

 HP: https://midorihyogo.jimdo.com 

 

障がいのある子が過保護な母親から離れ、自立していくだけの話ではなく、自分探しのところまで掘り下げた

ストーリーが従来の映画とは違った新鮮な感覚を受けました。漫画家のゴーストライターという設定も面白

くて、決して表に出ることなく陰で生きてきた主人公が煩悶し、反発する姿が愛おしい。 主人公のユマを演

じた佳山明さんが、か細い声で心細さと謙虚さを表現した演技が真に迫っていてとてもリアルです。あまり邦

画らしくないスケールの大きさに映画としての可能性を感じました。 

 

田中 健   

服部 英司  
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tel:0798-78-2537


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土鍋と鉄瓶にはまる！！  川内光子 

 

今や料理作るのも便利グッズが多く、また、ジャガイモなども電子レンジですぐに柔らかくできてしまいま

すから忙しい日常の中で、ほんとに助かりますね。 

そんな中、私は土鍋で玄米を炊き、鉄瓶でお湯を沸かしています。 

一晩、玄米を水につけ、土鍋で炊きます。水加減も適当で、火にかけ沸騰してから弱火で 20 分くらい炊く

と、玄米のいい匂いがしてきて炊きあがりです。 

炊きたてをお茶碗に盛り美味しくいただきます。後はおにぎりにして冷凍保存していただきます。 

最近は、夫も玄米を好んで食べるようになりました。 

鉄瓶でお湯を沸かし、やかんに移して柿茶に、また、ポットに入れ白湯で飲んでいます。 

みそ汁や煮物を作る時も時々、鉄瓶で沸かしたお湯を使っています。 

微量の鉄分が補えると聞いたのですが効果のほどは・・・。 

今、もう一つ、はまっているのが 

はちみつレモン湯です！カップに国産レモンを 

ギュとしぼり、トロリとはちみつを入れてお湯を 

注ぎます。 

レモンがきれている時は、梅干しを入れます。 

寝る前に飲んで体を温めています。 

最初は玄米炊くのも鉄瓶でお湯を沸かすのも面 

倒だなと思っていましたが、今は、私の楽しい時 

間になっています。 

 

 はじめまして。弁護士の増田祐一と申します。みどり兵庫様が実施される相談会等を担当させていただいてお

ります。 

 私の所属する神戸合同法律事務所には比較的多くの後見関係事件の相談が寄せられますので、私がこれまで

に関わった事件について、個人情報の観点から適宜デフォルメして（色々なケースを組み合わせて）、ご紹介した

いと思います。 

  

 １．高齢者のケース 

 私の所に相談が寄せられるきっかけで最も多いのは、ケアマネージャーさんや病院の相談員さんなどから、身

寄りのない高齢者が体調等を崩し、独り暮らしができなくなり金銭管理もできなくなってきているので、どうに

かしてあげてほしいと頼まれるケースです。 

 そのような場合、まずはご本人に会います。しかし、すぐに自分自身の財産の管理を赤の他人である弁護士に

委ねようと思われる方はほとんどいないです。どこの馬の骨ともわからない弁護士に自分のことを委ねような

どと到底思えないでしょうから当然です。そのため、私たちはご本人との信頼関係を築くべく何度も面談を繰り

返します。 

 そうやって面談を繰り返すうちに信頼関係が出来てくるのと同時に、大変残念なことですが、ご本人が自分で

出来ることが徐々に減り、誰かに頼らざるを得ないという状況になります。そこで、「仕方なく」依頼されるという

ことになります。 

 「仕方なく」依頼されるわけですが、依頼をされてからは、ご本人の財産を適切に管理し、定期的支出を支払い、

その結果を裁判所やご本人に報告します（そのような事務作業の大半は当事務所のスペシャリスト事務員さんた

ちが担当します）。 

 また、施設の入所契約、介護に関する契約、医療機関との契約、支払等を行います。これらの契約行為を私たち

が行うことで、ご本人だけでなく、支援する側の方々が大変安心できるようです。そのため、私たちのような後見

人等がついていることではじめて施設等への入所が可能になるという場合もあります。 

 高齢者の財産を狙っておかしな人物が現れることもよくあるのですが、私たちが後見人等になると、蜘蛛の子

を散らすようにいなくなります。 

 しかし、私たち弁護士は、ご本人の様子をずっと近くで見て看護できるわけではありません。そこは、別途介護

保険やその他の様々な方の支援を得て、ご本人の真の意向に沿う生活を送れるように努力します。私たち弁護

士だけの知識・思いだけではどうにもならず、介護制度や福祉制度に精通した方々からの助言・協力が欠かせま

せん。 

 ご本人には、資力の許す限り美味しいものを食べ、楽しいことをして、人生を全うしてもらいたいと思います

が、残念ながら、資力はあってもそれらが出来なくなってしまう方々が多いです。 

 最後は、ご本人の意向に沿った供養と埋葬のお手伝いをさせていただき、残った相続財産があればそれを適切

に分配していくことになります。 

 このような高齢者のケースは、私たちが関わり始めてから終わりまでが長くなることは稀で、１０年以内の短い

お付き合いとなることが多いです。案外、様々な体制がきちんと整ったらすぐに亡くなるという方も結構おられ

る印象です。 

 できるだけ若いころの話を聞かせてもらったり、写真を見せてもらったりするようにしています。本当に色んな

方々の色んな人生があるのだなと大変貴重な経験をさせてもらっています。 

 

特別寄稿 成年後見人という役割 神戸合同法律事務所 弁護士 増田祐一                 

 

 ２．障がいがある方のケース 

 若いけれども何らかの障がいがあるために、ご自身で財産管理や高度な判断が難しい方の後見人等を

依頼されることもあります。これも福祉関係者からの依頼の場合もありますが、親族の方からの依頼で始

まることもあります。 

 若い方の場合は、後見制度の仕組みを理解されているからか、もともと親族の方に委ねていることが

多かったからか、ご本人に早期に信頼してもらえることが多いです。 

 若い方は、生活状況に変化があることが多く、住居、施設や医療機関を移動したり、時には警察沙汰に

なることもあります。いずれにせよ、こちらが的確・迅速に対応する必要があります。ぼくらは警察の方々

との仕事には慣れているので、その点は、どんと来いです。 

 障がいのある方が、その人らしく満足が行く幸せな生活をしていくお手伝いが出来ればなと思います

が、どこまで実現できているのか、難しいなぁとは思います。適切な居場所を確保し、適切な人的・物的支

援体制を整える、これくらいが私ができることでしょうか。 

 

 


